
広
告

「
楽
・
得 

介
護
塾
」

参
加
者
を
募
集

　

介
護
の
方
法
や
介
護
予
防
、
介

護
者
の
健
康
づ
く
り
な
ど
に
つ
い

て
の
知
識
・
技
術
を
習
得
す
る
た

め
の
教
室
を
開
催
し
ま
す
。

■	

対
象
者　

介
護
し
て
い
る
方
、

介
護
に
関
心
の
あ
る
方

■	

申
込
方
法　

次
の
セ
ン
タ
ー
へ

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

揖
保
川
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

（
☎
72
・
６
６
０
０
）

■	

と
き　

７
月
26
日
（
金
）
10
時

～
11
時

■	

と
こ
ろ　

揖
保
川
総
合
支
所

４
階 

ふ
れ
あ
い
ホ
ー
ル

■	

内
容　

リ
ハ
ビ
リ
教
室
～
自
宅

で
楽
し
く
リ
ハ
ビ
リ
～

御
津
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

（
☎
３
２
４
・
０
７
６
７
）

■	

と
き　

７
月
19
日
（
金
）
10
時

～
11
時

■	

と
こ
ろ　

御
津
や
す
ら
ぎ
福
祉

会
館
１
階 

小
会
議
室

■	

内
容　

頭
と
体
の
ト
レ
ー
ニ
ン

グ
②
（
自
宅
で
簡
単
に
行
え
る

体
操
メ
ニ
ュ
ー
）

「
家
族
介
護
者
交
流
事
業
」

参
加
者
を
募
集

　

介
護
者
の
心
身
の
リ
フ
レ
ッ

シ
ュ
の
た
め
に
、
交
流
会
な
ど
を

開
催
し
ま
す
。

■	

対
象
者　

要
介
護
１
～
５
の
認

定
を
受
け
て
い
る
高
齢
者
を
在

宅
で
主
に
介
護
し
て
い
る
、
市

内
在
住
の
方

■	

申
込
方
法　

介
護
を
受
け
て
い

る
方
の
介
護
保
険
被
保
険
者
証

を
持
参
し
、
次
の
セ
ン
タ
ー
へ

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※ 

食
費
な
ど
に
つ
い
て
は
市
か
ら

一
部
助
成
し
ま
す
。

西
は
り
ま
グ
リ
ー
ン
ホ
ー
ム
ケ
ア

セ
ン
タ
ー
（
☎
63
・
３
１
０
１
）

■	

と
き　

７
月
20
日
（
土
）
10
時

～
12
時

■	

と
こ
ろ　

三
木
露
風
生
家
の
離

れ
（
県
民
交
流
広
場
）（
龍
野
町

上
霞
城
１
０
１
番
地
４
）

■	

内
容　

和
菓
子
作
り
体
験
（
手

作
り
う
す
く
ち
醤
油
ま
ん
じ
ゅ

う
）お

知
ら
せ

５
月
は

「
赤
十
字
運
動
月
間
」で
す

―
活
動
資
金
募
集
に
ご
協
力
を
―

　

日
本
赤
十
字
社
が
行
っ
て
い
る

災
害
救
護
な
ど
の
人
道
的
活
動

は
、
皆
さ
ま
か
ら
お
寄
せ
い
た
だ
く

資
金
に
よ
り
支
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

赤
十
字
の
活
動
に
ご
理
解
を
い

た
だ
き
、
活
動
資
金
募
集
に
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼	

地
域
福
祉
課（
☎
64
・
３
１
５
４
）

４
月
16
日
に
発
生
し
た
雹ひ

ょ
う

被
害
に
遭
わ
れ
た
方
に
罹

災
届
出
証
明
書
を
交
付
し

ま
す

　

こ
れ
ま
で
、
住
家
以
外
の
損
害

に
つ
い
て
は
、
罹
災
証
明
の
対
象

外
で
あ
っ
た
た
め
、
証
明
書
を
交

付
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
こ
の

度
の
降
雹ひ

ょ
う

に
よ
り
、
カ
ー
ポ
ー
ト

な
ど
の
被
害
に
遭
わ
れ
た
方
に
罹

災
届
出
証
明
書
を
交
付
し
ま
す
。

こ
の
証
明
書
は
、
自
然
災
害
に

よ
っ
て
住
家
以
外
の
建
物
や
自
動

車
な
ど
の
動
産
に
被
害
を
受
け
た

場
合
に
、
災
害
に
係
る
被
害
に
つ

い
て
届
出
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
明

す
る
も
の
で
す
。

■	

証
明
の
対
象  

カ
ー
ポ
ー
ト
、

門
、
自
動
車
な
ど
（
住
家
本
体

は
除
く
）

※
住
家
本
体
（
屋
根
、
雨
ど
い
な

ど
を
含
む
）
の
被
害
に
遭
わ
れ

た
方
は
、
罹
災
証
明
書
を
交
付

し
て
い
ま
す
の
で
、
交
付
が
必

要
な
場
合
は
、
下
記
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■	

申
請
に
必
要
な
も
の

・ 

罹
災
届
出
証
明
願
（
兼
）
証
明

書

・ 

被
害
状
況
を
確
認
で
き
る
写
真

（
全
景
が
確
認
で
き
る
写
真
１

枚
、
被
害
箇
所
が
確
認
で
き
る

写
真
１
枚
（
被
害
箇
所
ご
と
））

・ 

本
人
確
認
書
類
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
、
運
転
免
許
証
、
健
康

保
険
証
な
ど
）

※ 

代
理
人
が
申
請
す
る
場
合
は
委

任
状
が
必
要
で
す
。

※ 

修
理
を
行
う
前
に
、
必
ず
被
害

に
遭
わ
れ
た
箇
所
の
写
真
を
撮

影
し
保
存
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

被
害
状
況
な
ど
を
お
聞
き
し
ま

す
の
で
、
事
前
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

■	

手
数
料　

無
料

■	

保
険
会
社
な
ど
へ
の
確
認
の
お
願
い

　

申
請
の
前
に
、
保
険
会
社
な
ど

に
被
害
状
況
を
伝
え
、
加
入
し
て

い
る
保
険
が
補
償
の
対
象
と
な
る

か
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

補
償
の
対
象
と
な
る
場
合
は
、

保
険
な
ど
の
請
求
に
市
が
交
付
す

る
証
明
書
が
必
要
か
ど
う
か
を
併

せ
て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

■	

申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

 

市
税
課
（
資
産
税
係
）（
☎
64
・

３
１
４
６
）

保育の仕事に興味がある方へ保育の仕事に興味がある方へ

保育士職場チャレンジ事業　参加者を募集
　市内保育施設での保育士確保を図るため、保育士職場チャレンジ事業を実施します。本事業は、保育の仕事に
興味がある方や保育施設での就労に不安を感じている方などを対象に、市内の公立保育施設で保育の仕事を体験
できる機会を提供し、就労への不安解消およびスキルアップを図っていただくことで、市内保育施設での就労を後
押しします。
■実施内容　次の２種類のコースがあります。
	1『ファーストステップコース』～保育の仕事を体験してみませんか？～
◆対象：保育士資格などをお持ちでない方で保育の仕事に興味がある方（市内在住、18歳以上、学生不可）
◆内容：保育施設で観察および職場体験をしていただきます。　　◆回数：２回（１回につき３時間程度）
◆募集人数：10名程度　　◆時期：実施希望園との調整による（５月から令和７年２月までに２回）
◆その他：	『ファーストステップコース』受講者には、１回につき1,000円程度の参加賞をお渡しします。

保育士資格などをお持ちでなくても、子育て支援員研修（下記参照）を受講いただくことで、保育施設
で働くことができます。

	2『スキルアップコース』～保育士資格などを活かした職場実習をしてみませんか？～
◆対象：保育士資格などをお持ちの方で保育士としての就労に不安のある方（市内・市外不問、年齢不問）
◆内容：保育施設で実際に子どもと関わり職場実習をしていただきます。　　◆回数：３回（１回につき３時間程度）
◆募集人数：10名程度　　◆時期：実施希望園との調整による（５月から令和７年２月までに３回）
◆その他：『スキルアップコース』受講者には、１回につき2,000円程度の参加賞をお渡しします。

■実 施 園　公立保育所または公立こども園（12園）
■申込期間　５月～令和７年１月末
■申込手順	 ①募集案内に基づき幼児教育課へ申し込み

※募集案内は、各保育施設、幼児教育課および各総合支所地域振
興課に設置しているほか、市ホームページに掲載しています。

	 ②実施希望園と市が調整し、実施園および日程を決定

	 ③園と対象者で実施前の最終確認
■そ の 他　本事業は保育施設での雇用ではありません。

「子育て支援員研修」 受講者を募集
　本研修を受講すると、保育士などの資格がなくても、保育の仕事をすること
ができます。保育の仕事に関心があり、育児経験を生かしたい方など、保育所・
こども園で働いてみませんか。
■と き	 ◆基本研修	 ８月～９月に２日間
	 ◆専門研修Ⅰ	８月～９月に２日間
	 ◆専門研修Ⅱ	９月～11月に４日間（うち１日施設見学）
	 ※研修日程は予定であり、変更する場合があります。
■ところ	 神戸市内（決定次第市ホームページにてお知らせします）
■受講対象者　市内在住または在勤で、研修修了後にたつの市子育て支援員として登録し、公立の保育所・こども
園において支援員として就業が可能な方（朝夕の児童が少数となる時間帯に２時間程度勤務していただきます）、
または私立の保育所・こども園において保育補助として勤務を希望する方

■申込方法　受講申込書を記入し、運転免許証または健康保険証の写しを添付の上、お申し込みください。
■申込期限　６月中旬予定
※申込多数の場合、早期に募集を終了する場合があります。
■受講料　無料。ただし、研修参加に係る交通費、教科書などの購入費は自己負担
■その他　申込期限などの詳細は市ホームページをご確認ください。

■申込・問い合わせ先　幼児教育課（☎64・3222）

「子育て支援員」とは？

　国が定めた研修を修了し、保育
の仕事に必要な知識や技能を習得
したと認められた方です。兵庫県
が全国共通の「子育て支援員」と
しての認定を行います。

市ホームページは
こちらから

オンラインでの
申し込みはこちら
から

市ホームページは
こちらから
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